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　2015 年度夏季手当について、本日 10 時にＪＲ東日本
から、基準内賃金× ２．８７ 箇月分の回答が示されまし
た。
　国労としては、「支払日については、国労要求を１日前
倒しとしている点については評価できるものの、会社の業
績からして納得できるものではなく、技術継承、これから
の輸送繁忙期を迎えるなかで、社員のモチベーション向上
にはつながりえない回答内容である」などを主張し、持ち
帰り検討としました。


